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第１７回 安来市農業委員会議事録 

 

令和３年１１月２２日 午後２時００分 第１７回安来市農業委員会会議を安来市伯太庁舎会議室に招集する。 

 

１．出席委員 

    １番 横山 芳明君   ２番 足立 仁行君   ３番 永塚 知芳君   ４番 北中 宏一君 

５番 木戸 芳己君   ６番 杉原  建君   ７番 武上 隆雄君   ８番 仲佐 久子君 

９番 北川 正幸君  １０番 安松  智君  １１番 新田 里恵君  １２番 塩見 秀雄君 

１３番 板金  悟君  １４番 渡邊 克実君  １５番 佐々木 吉茂君 １６番 岡田 一夫君 

１７番 吉村  正君  １８番 齋藤  哲君  １９番 渡辺 和則君 

 

２．欠席委員  なし 

 

３．出席事務局 

實重 昌宏君  名原  猛君  原 美穂子君 

 

４．議事案件 

日程第 １  議事録署名委員の指名 

日程第 ２  会期の決定 令和３年１１月２２日  １日 

日程第 ３  議第６７号 農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第 ４  議第６８号 農地法第４条の規定による許可申請について 

日程第 ５  議第６９号 農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第 ６  報第８９号 農地法第５条の規定による届出について 

日程第 ７ 議第７０号 農用地利用集積計画の決定について 

日程第 ８ 議第７１号 農地法第５２条の規定による賃借料等情報の提供について 

日程第 ９ 報第９０号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

   日程第 １０ 報第９１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

   日程第 １１ 報第９２号 認定電気通信事業者が行う中継施設等の設置に伴う農地転用届出に 

ついて 

   日程第 １２ 報第９３号 土地改良区からの地目変更届出の通知について 

 

５． 議事 

事務局：實重 昌宏君 

定刻になりましたので、只今から第１７回農業委員会を始めさせていただきたいと思います。本日お手元

に配布しております資料は、日程及び申請総括表であります。ご確認をお願いします。委員会の開会にあた

りまして、岡田会長のあいさつをお願いいたします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

   【あいさつ】 

 

議 長：岡田 一夫君 

本日の会議について、事務局から報告願います。 

 

事務局：實重 昌宏君 

本日の会議ですが、農業委員会等に関する法律第２７条第３項に基づき、定足数に達しておりますので第

１７回安来市農業委員会会議を開催いたします。  
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議 長：岡田 一夫君 

欠席委員はどなたですか？ 

 

事務局：實重 昌宏君 

ありません。 

 

議 長：岡田 一夫君 

日程第１ 議事録署名委員の指名を議題といたします。議事録署名委員は、委員会会議規則第１３条によ

り １８番 齋藤委員、１９番 渡辺委員 を指名いたします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

日程第２ 会期の決定 を議題とします。お諮りいたします。今会議は本日１日としたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

 

【異議なしの声多数】 

 

議 長：岡田 一夫君 

ご異議なしと認めます。よって会議は本日１日と決定いたしました。 

 

議 長：岡田 一夫君 

日程第３ 議第６７号 農地法第３条の規定による許可申請について を議題とします。事務局の説明を

求めます。 

 

事務局：名原  猛君 

２ページをご覧ください。このことについて、別紙のとおり農地法施行規則第１０条の規定により申請書

の提出がありましたので審議を求めるものです。続いて３ページから４ページに案件を掲載していますので、

ご覧ください。今月の農地法第３条の許可申請は、５件で、すべて所有権移転に関する案件です。案件の詳

細につきましては、後ほど地元委員から報告していただきます。１番は、受贈による所有権移転に関する案

件で、農地法第３条２項各号の規定に関する、全部効率利用要件、農作業従事状況要件、下限面積につきま

して、許可基準を満たしています。当該農地を効率的に利用することができるかについては、通作距離 平

均約１．３ｋｍ 農機具は、トラクター１台、耕運機１台を所有しています。労働力は本人と父の２名とな

ります。以上の点から許可要件のすべてを満たしております。この農地の対価は、無償です。２番は、受贈

による所有権移転に関する案件で、農地法第３条第２項の規定に関しての要件は満たしています。当該農地

を効率的に利用することができるかについては、通作距離 約５００ｍ 農機具は、管理機１台、草刈り機

１台、軽トラック１台を所有しています。その他の農機具が必要な作業は、作業受託で対応するとのことで

す。労働力は本人と妻の２名となります。以上の点から許可要件のすべてを満たしております。この農地の

対価は、無償です。３番は、経営拡大による所有権移転に関する案件で、農地法第３条第２項の規定に関し

ての要件は満たしています。当該農地を効率的に利用することができるかについては、通作距離 平均約１

００ｍ 農機具は、トラクター１台、コンバイン１台、草刈り機１台、軽トラック１台を所有しています。

労働力は本人と妻、子の計３名となります。以上の点から許可要件のすべてを満たしております。この農地

の対価は、１０です。４番は、耕作便利による所有権移転に関する案件で、農地法第３条第２項の規定に関

しての要件は満たしています。当該農地を効率的に利用することができるかについては、通作距離 約１ｋ

ｍ 農機具は、トラクター２台、ハーベスタ１台を所有し、田植え機１台を共有しています。労働力は本人

と妻、次女の３名となります。以上の点から許可要件のすべてを満たしております。この農地の対価は、１

０です。５番は、経営拡大による所有権移転に関する案件で、農地法第３条第２項の規定に関しての要件は

満たしています。当該農地を効率的に利用することができるかについては、通作距離 約５０ｍ 農機具は、

耕運機３台、トラクター２台、田植え機２台、コンバイン１台、軽トラック２台を所有しています。労働力



3 

 

は本人１名となります。以上の点から許可要件のすべてを満たしております。この農地の対価は、無償です。

以上です。 

 

議 長：岡田 一夫君 

説明が終わりました。地元委員からの説明を求めます。１番の案件について ２番 足立委員 お願い

します。 

 

２番 足立 仁行君 

２番足立です。１番案件について説明させていただきます。内容は事務局から説明のあったとおりです。

譲渡人は大阪暮らしが長く、申請地は現に山畑ですけども、管理が行き届いておりません。以前より、譲渡

人の家屋敷に住んでおられる譲受人が長年この地の草刈り等の管理を請け負ってこられましたが、この度譲

渡の話がまとまりました。申請地の周りは原野状態が多数あり、譲受人が果樹、植樹と野菜栽培等で管理さ

れることにより、この地全体の原野化を少しでも防止できるのではと考えております。委員の皆様のご審議

を宜しくお願いいたします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

２番の案件について １５番 佐々木委員 お願いします。 

 

１５番 佐々木 吉茂君 

１５番佐々木です。２番の案件について説明させていただきます。譲渡人と譲受人は兄弟でございまし

て、かつて相続の際に譲渡人がこの土地を取得しましたが、遠く離れている関係と高齢になったという事

もありまして協議のうえ土地を戻すという格好で兄へ譲り渡す案件でございます。本人は離れております

ので、土地は管理委託に出しております。譲受人である兄の子が、長年作っていた方に管理委託をする話

し合いがついております。委員の皆様方の審議のほど宜しくお願いします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

３番の案件について １９番 渡辺委員 お願いします。 

 

１９番 渡辺 和則君 

１９番渡辺です。３番案件について説明をいたします。譲渡人につきましては、数年前から両親そして

若い方次々とご不幸がございまして、相続をされる方がおられなくなりました。そういう状況でありまし

たところ、その近く、隣ですけれども譲受人が経営拡大により耕作することになりまして申請されたもの

でございます。譲受人につきましては、献身的に農地を守り耕作されており、この案件によって近隣の農

地に影響を及ぼすことはないと考えますので、宜しくお願いいたします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

４番の案件について １２番 塩見委員 お願いします。 

 

１２番 塩見 秀雄君 

１２番塩見です。４番案件について説明をさせていただきます。譲受人は８，１８４㎡の農地を耕作され

ています。今回の案件は譲渡人の都合でありますけれど、譲受人の農地の隣接する農地を数十年前よりずっ

と耕作しておられます。そういう状況でありますので、周辺の農地に影響を与えることはないと考えます。

委員の皆様方のご審議を宜しくお願いいたします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

５番の案件について １３番 板金委員 お願いします。 
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１３番 板金  悟君 

１３番板金です。５番案件の説明をさせていただきます。譲渡人は２年前より県外の長距離運送に勤務し

ておりまして、我が家の農地を耕作することが困難になったという事で、譲受人がこの申請農地の隣で水田

を耕作しており、荒廃するのが残念だからということで申請に至りました。この申請によって周囲に影響を

及ぼすことはないと判断しております。委員の皆様方の審議のほど宜しくお願いいたします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

説明が終わりました。１番の案件について質疑に入ります。質問のある方は発言をお願いします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

質疑がないようですので採決いたします。本件について提出原案のとおり賛成される方の挙手を求めます。 

 

議 長：岡田 一夫君 

全員賛成ですので、この案件については適当と認めることで決定されました。 

 

議 長：岡田 一夫君 

次に、２番の案件について質疑に入ります。質問のある方は発言をお願いします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

質疑がないようですので採決いたします。本件について提出原案のとおり賛成される方の挙手を求めま

す。 

 

議 長：岡田 一夫君 

全員賛成ですので、この案件については適当と認めることで決定されました。 

 

議 長：岡田 一夫君 

次に、３番の案件について質疑に入ります。質問のある方は発言をお願いします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

質疑がないようですので採決いたします。本件について提出原案のとおり賛成される方の挙手を求めま

す。 

 

議 長：岡田 一夫君 

全員賛成ですので、この案件については適当と認めることで決定されました。 

 

議 長：岡田 一夫君 

次に、４番の案件について質疑に入ります。質問のある方は発言をお願いします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

質疑がないようですので採決いたします。本件について提出原案のとおり賛成される方の挙手を求めま

す。 

 

議 長：岡田 一夫君 

全員賛成ですので、この案件については適当と認めることで決定されました。 

 

議 長：岡田 一夫君 

次に、５番の案件について質疑に入ります。質問のある方は発言をお願いします。 
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議 長：岡田 一夫君 

質疑がないようですので採決いたします。本件について提出原案のとおり賛成される方の挙手を求めま

す。 

 

議 長：岡田 一夫君 

全員賛成ですので、この案件については適当と認めることで決定されました。 

 

議 長：岡田 一夫君 

日程第４ 議第６８号 農地法第４条の規定による許可申請について を議題とします。事務局の説明を

求めます。 

 

事務局：名原  猛君 

５ページをご覧ください。このことについて、別紙のとおり農地法施行規則第３０条の規定により申請

書の提出がありましたので審議を求めるものです。６ページに案件の内容、７ページに申請位置の地図を

つけておりますのでご覧ください。今月の農地法第４条の許可申請は、１件です。案件の詳細につきまし

ては、後ほど現地調査班から報告していただきます。１番は、農地の区分は、土地改良法第２条第２項に

規定する土地改良事業又はこれに準ずる事業で、特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地であ

ることから、第１種農地と判断します。今回の申請地に関係する土地改良事業とは、昭和５５年度に施行

した団体営須崎地区ほ場整備事業のことです。転用目的は、駐車場、進入路、作業小屋及び農業用倉庫で

す。本件はすでに一部を駐車場及び作業小屋として利用されており追認案件となります。申請書には顛末

書が添付されております。申請者は新聞配達業を営んでおり、このたび申請地に新たに農業用倉庫の建築

及び駐車場の整備を計画したところ、地目が畑であることがわかり、農地法の手続きがされていなかった

ことが判明しました。当時、農地転用申請が行われておれば許可適当となる案件であり、申請者について

も過去に違反転用はなく、悪質性はないと考えます。申請者の住宅は密集した農業集落内に位置し、幅員

３．５ｍの市道に面していますが、敷地内への乗用車の進入及び駐車のためのスペースがなかったため、

約１７年前より申請地を駐車場及び作業小屋として使用していました。このたび農業用倉庫と、現在家族

が所有する５台分、配達員用及び来客者用３台分の駐車場を整備するものであります。自宅敷地には当時

より余剰地及び車が進入できる幅員がなく、やむを得ず本申請地が選定されたものであります。これは、

住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落

に接続して設置されるものであり、農地法施行規則第３３条第４号に該当すると考えます。以上です。 

 

議 長：岡田 一夫君 

説明が終わりました。地元委員から申請場所の説明を求めます。１番の案件について １０番 安松委員 

お願いします。 

 

１０番 安松  智君 

【地元委員より位置図にて場所説明】 

 

議 長：岡田 一夫君 

次に、現地調査報告を２班１４番 渡邊委員 お願いします。 

 

１４番 渡邊 克実君 

１４番渡邊でございます。今月の調査班は２班で、１１月１９日午後１時３５分より、武上班長、渡辺

和則委員、塩見委員、仲佐委員、永塚委員と私 渡邊の６名と、事務局より實重局長、名原係長で伯太庁

舎２０１会議室にて概要説明を受け、調査してまいりました。４条案件の調査報告をいたします。島田町

字瀬崎１０３１番３、現況地目畑、３０６㎡。地元担当委員より説明を受けました。転用目的は駐車場、
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進入路、作業小屋及び農業用倉庫です。事務局より説明がありましたように追認案件となります。申請者

は新聞配達業を営んでおり、新たに住宅側に農業用倉庫の建設を計画したところ、一部が申請地にかかり

畑であることが判明したものであります。申請地は市道より住宅敷地内への乗用車の進入及び駐車スペー

スがなかったため、約１７年前より申請地を作業小屋及び駐車場として使用していました。この案件につ

いて造成等はございません。顛末書も添付されており、調査班としては許可相当と判断いたしました。委

員の皆様方のご審議を宜しくお願いします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

地元委員から補足がありましたら説明をお願いします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

ないようですので、１番の案件について質疑に入ります。質問のある方は発言をお願いします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

質疑がないようですので採決いたします。本件について提出原案のとおり賛成される方の挙手を求めま

す。 

 

議 長：岡田 一夫君 

全員賛成ですので、この案件については適当と認めることで決定されました。 

 

議 長：岡田 一夫君 

日程第５ 議第６９号 農地法第５条の規定による許可申請について を議題とします。事務局の説明を

求めます。 

 

事務局：名原  猛君 

８ページをご覧ください。このことについて、別紙のとおり農地法施行規則第５７条の４の規定により申請

書の提出がありましたので審議を求めるものです。９ページに案件の内容、１０ページから１２ページに申請

位置の地図をつけておりますのでご覧ください。今月の農地法第５条の許可申請は、４件です。案件の詳細に

つきましては、後ほど現地調査班から報告していただきます。１番は、農地の区分は、農業公共投資の対象と

なっていない小集団の生産性の低い農地であることから第２種農地と判断します。転用の目的は、農業機械及

び自家用車等置場で権利の種類は所有権の移転です。譲受人は現在、田植機１台、コンバイン１台、トラクタ

ー１台と自家用車３台を所有しております。現在共同で使用している農業用機械置場が使えなくなったためと、

自家用車が増えたため既存の駐車場が手狭になり不便であったことから、農業用機械置場、農業用資材置場及

び駐車場の整備を計画するため適地を探していました。周辺の宅地、雑種地の候補地をあたりましたが所有者

や隣接者の同意が得られないなど入手が困難であり、農地以外の候補地もなくやむを得ず本農地を選定しまし

た。これは、申請地以外では、その目的が達成できないことから、農地法第５条第２項第２号に該当すると考

えます。従って、農地の区分と転用目的、許可条項等については適当であると考えます。この農地の対価は、

申請です。２番及び３番は、申請地が近隣であり、譲受人が同じため、あわせて説明します。２番及び３番は、

農地の区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地であることから第２種農地と判

断します。転用目的は、太陽光発電設備です。権利の種類は、所有権の移転です。譲受人は、太陽光発電事業

を行う法人です。安来市内で太陽光発電事業を計画し、農地以外の適地を探しましたが見つからず、譲渡人の

了解が得られたため、分断等周辺農地の営農に与える影響のない本申請地に、太陽光発電設備を設置するもの

です。太陽光発電の第２種農地の転用については、代替性の無いことが許可基準となっており、①当該申請に

係る事業目的、事業面積、立地場所等を勘案し、申請地の周辺に当該事業目的を達成することが可能な農地以

外の土地や第３種農地があるか否か、②その土地を申請者が転用許可申請に係る事業目的に使用することが可
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能か否か等により行うこととされています。譲受人は、申請において４箇所の農地以外の土地及び１箇所の市

街化区域内農地との申請地の比較評価を行った資料を提出しています。これは、申請地以外では、その目的が

達成できないことから、農地法第５条第２項第２号に該当すると考えます。従って、農地の区分と転用目的、

許可条項等については適当であると考えます。この農地の対価は、申請です。４番は、農地の区分は、土地改

良法第２条第２項に規定する土地改良事業又はこれに準ずる事業で、特定土地改良事業等の施行に係る区域内

にある農地であることから、第１種農地と判断します。今回の申請地に関係する特定土地改良事業とは、昭和

５０年度から昭和５７年度に施行した団体営西松井地区圃場整備事業のことです。転用の目的は、個人住宅で

権利の種類は使用貸借権の設定です。譲受人は現在松江市のアパートに妻と子供１名 計３名で暮らしていま

すが、子供の成長に伴い手狭になったため、住宅の建築を計画しました。申請人の実家に同居も検討しました

が、増改築をして同居するだけの広さがないため、実家に隣接する本件農地を選定しました。これは、住宅そ

の他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設

置されるものであり、農地法施行規則第３３条第４号に該当すると考えます。従って、農地の区分と転用目的、

許可条項等については適当であると考えます。この農地の対価は、無償です。以上です。 

 

議 長：岡田 一夫君 

説明が終わりました。地元委員から申請場所の説明を求めます。１番の案件について １２番 塩見委員  

お願いします。 

 

１２番 塩見 秀雄君 

【地元委員より位置図にて場所説明】 

 

議 長：岡田 一夫君 

２番と３番の案件について １４番 渡邊委員 お願いします。 

 

１４番 渡邊 克実君 

【地元委員より位置図にて場所説明】 

 

議 長：岡田 一夫君 

４番の案件について ３番 永塚委員 お願いします。 

 

３番 永塚 知芳君 

【地元委員より位置図にて場所説明】 

 

議 長：岡田 一夫君 

次に、現地調査報告を２班１４番 渡邊委員 お願いします。 

 

１４番 渡邊 克実君 

１４番渡邊でございます。番号１の現地調査報告をいたします。伯太町井尻９３９番１、現況田、４２

５㎡。転用目的は農業機械及び自家用車等置場。地元担当委員より説明を受けました。所有自家用車３台

と来客用１台計４台分の駐車スペース、それから、共有機械の置き場が使用できなくなりましたので、そ

の置き場として農業機械３台と機材置場に使用する予定です。造成はなく整地程度、雨水は既設水路へ自

然流下。調査班としましては許可妥当と判断いたしました。続きまして２番案件、赤江町字新武嶺３３６

０番１０２、同番１０３、地目畑、計２，０９８㎡。転用目的は太陽光発電設備。地元担当委員より説明

を受けました。パネル１６８枚、建築面積４３３．２㎡、造成はなく 、雨水は既設水路へ自然流下。周

囲に高さ１２０ｃｍのフェンスを設置し、防草対策として防草シート、また、遠隔管理システムも設置さ

れる予定です。以上のことから調査班としましては許可妥当と判断いたしました。続きまして３番案件、
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赤江町字新武嶺３３６１番９、地目畑、１，６６６㎡。転用目的は太陽光発電設備。２番案件と同じくパ

ネル１６８枚、建築面積４３３．２㎡、造成はなく、雨水は既設水路へ自然流下。周囲に高さ１２０ｃｍ

のフェンス、防草シート、遠隔管理システムの設置ということでございます。調査班としましては許可妥

当と判断いたしました。続きまして４番案件、西松井町字下開７９番１、同８０番１、現況畑、計３６６

㎡。転用目的は個人住宅。地元担当委員より説明を受けました。木造２階建１２２㎡の住宅、２台分の車

庫、進入路が計画されています。造成は道路までの約３０ｃｍの盛土、汚水は浄化槽、雨水は既設水路へ

自然流下。調査班としましては許可妥当と判断いたしました。委員の皆様方のご審議を宜しくお願いしま

す。以上です。 

 

議 長：岡田 一夫君 

地元委員から補足がありましたら説明をお願いします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

ないようですので、１番の案件について質疑に入ります。質問のある方は発言をお願いします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

質疑がないようですので採決いたします。本件について提出原案のとおり賛成される方の挙手を求めま

す。 

 

議 長：岡田 一夫君 

全員賛成ですので、この案件については適当と認めることで決定されました。 

 

議 長：岡田 一夫君 

次に、２番の案件について質疑に入ります。質問のある方は発言をお願いします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

質疑がないようですので採決いたします。本件について提出原案のとおり賛成される方の挙手を求めま

す。 

 

議 長：岡田 一夫君 

全員賛成ですので、この案件については適当と認めることで決定されました。 

 

議 長：岡田 一夫君 

次に、３番の案件について質疑に入ります。質問のある方は発言をお願いします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

質疑がないようですので採決いたします。本件について提出原案のとおり賛成される方の挙手を求めま

す。 

 

議 長：岡田 一夫君 

全員賛成ですので、この案件については適当と認めることで決定されました。 

 

議 長：岡田 一夫君 

次に、４番の案件について質疑に入ります。質問のある方は発言をお願いします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

質疑がないようですので採決いたします。本件について提出原案のとおり賛成される方の挙手を求めま
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す。 

 

議 長：岡田 一夫君 

全員賛成ですので、この案件については適当と認めることで決定されました。 

 

議 長：岡田 一夫君 

日程第６ 報第８９号 農地法第５条の規定による届出について を議題とします。事務局の説明を求め

ます。 

 

事務局：名原  猛君 

１３ページをご覧ください。このことについて、別紙のとおり農地法施行規則第５０条の規定による市街化

区域内における届出書の提出がありましたので報告するものです。１４ページに案件の内容、１５ページに申

請位置の地図をつけておりますのでご覧ください。今月の農地法第５条の届出は、２件です。現地につきまし

ては、後ほど地元委員から報告していただきます。１番、２番とも、転用目的は分譲宅地で、権利の種類は、

所有権の移転です。以上です。 

 

議 長：岡田 一夫君 

説明が終わりました。地元委員から申請場所の説明を求めます。１番と２番の案件について ５番 木戸

委員 お願いします。 

 

５番 木戸 芳己君 

【地元委員より位置図にて場所説明】 

 

議 長：岡田 一夫君 

この案件については、報告事項ですので以上とします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

日程第７ 議第７０号 農用地利用集積計画の決定について を議題とします。議事の前に、安来市農業

委員会会議規則第１０条の議事参与制限により、４番 北中委員 の退席を求めます。 

 

議 長：岡田 一夫君 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局：名原  猛君 

１６ページをご覧ください。このことについて、別紙のとおり決定依頼がありましたので農業経営基盤強

化促進法第１８条第１項の規定により審議を求めるものです。計画要請につきましては、１９ページ下段の

表の「利用集積計画件数、面積」の欄をご覧ください。今月は、賃借権５２件、面積１０３，８４２㎡、使

用貸借権４件、４，４０５㎡、全体で５６件、総面積が１０８，２４７㎡となっています。詳細につきまし

ては、農林振興課から説明があります。以上です。 

 

農林振興課 奥野 嗣明君 

農林振興課の奥野でございます。私からは議第７０号についてご説明いたします。今月の利用集積計画は、

番号１から９、及び１１が利用権設定でございます。なお、番号１は借り手が一般法人であり、農業経営基

盤強化促進法第１８条第２項第６号に該当する者ですので、解除条件をつけた利用権設定となります。また、

番号１０は農地中間管理機構の推進に関する法律第２条第３項に規定する、農地中間管理事業により農地の

中間管理権を設定するものでございます。いずれも経営面積、従事日数など農業経営基盤強化促進法第１８

条第３項の各要件を満たしております。ご審議のほどよろしくお願いします。 
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議 長：岡田 一夫君 

説明が終わりました。それでは質疑に入ります。質問のある方は発言をお願いします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

質疑がないようですので採決いたします。本件について提出原案のとおり賛成される方の挙手を求めま

す。 

 

議 長：岡田 一夫君 

全員賛成ですので、この案件については適当と認めることで決定されました。この際、４番 北中委員 

の退席を解除します。 

 

議 長：岡田 一夫君 

日程第８ 議第７１号 農地法第５２条の規定による賃借料等情報の提供について を議題とします。事

務局の説明を求めます。 

 

事務局：名原  猛君 

２４ページをご覧ください。このことについて、別紙のとおり賃借料等情報の提供をしてよろしいか審議

を求めるものです。２５ページをご覧ください。これは、農地法第５２条の規定により農地の農業上の利用

の増進及び農地の利用関係の調整に役立てるほか、その所掌事務を的確に行うため情報を提供するもので、

令和４年１月から１２月に契約される場合の参考にしてもらうため、令和２年の利用権設定の賃貸料を基に

算出したものです。なお、この情報は、可決されますと安来市のホームページ、市報で公表されます。カッ

コ内は前回の値です。以上です。 

 

議 長：岡田 一夫君 

説明が終わりました。それでは質疑に入ります。質問のある方は発言をお願いします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

質疑がないようですので採決いたします。本件について提出原案のとおり賛成される方の挙手を求めます。 

 

議 長：岡田 一夫君 

全員賛成ですので、この案件については適当と認めることで決定されました。 

 

議 長：岡田 一夫君 

日程第９ 報第９０号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について を議題とします。事務局

の説明を求めます。 

 

事務局：名原  猛君 

２６ページをご覧ください。このことについて、別紙のとおり農地法施行規則第２１条の規定による届出

書の提出がありましたので報告するものです。２７ページに届出内容を載せていますのでご覧下さい。今月

の届出については、４件で、全て相続です。以上です。 

 

議 長：岡田 一夫君 

この案件については、報告事項ですので以上とします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

日程第１０ 報第９１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について を議題とします。事務局
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の説明を求めます。 

 

事務局：名原  猛君 

２８ページをご覧ください。このことについて、別紙のとおり農地法第１８条第６項の規定による合意解

約通知書の提出がありましたので報告するものです。２９ページに案件を掲載していますので、ご覧くださ

い。今月の農地法第１８条の規定による解約については、１件で、農業経営基盤強化促進法による賃貸借の

解約です。以上です。 

 

議 長：岡田 一夫君 

この案件については、報告事項ですので以上とします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

日程第１１ 報第９２号 認定電気通信事業者が行う中継施設等の設置に伴う農地転用届出について 

を議題とします。事務局の説明を求めます。 

 

事務局：名原  猛君 

３０ページをご覧ください。このことについて、別紙のとおり農地法施行規則第５３条の規定による届出

書の提出がありましたので報告するものです。３１ページに届出内容を載せていますのでご覧下さい。今月

の届出は２件で、楽天モバイルによる携帯電話無線基地局の設置１件、ＫＤＤＩによる携帯電話無線基地局

の設置１件です。以上です。 

 

議 長：岡田 一夫君 

この案件については、報告事項ですので以上とします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

日程第１２ 報第９３号 土地改良区からの地目変更届出の通知について を議題とします。事務局の

説明を求めます。 

 

事務局：名原  猛君 

３２ページをご覧ください。このことについて、別紙のとおり土地改良区からの通知がありましたので報

告するものです。３３ページをご覧下さい。今月の通知は１件で、畑に地目変更です。以上です。 

 

議 長：岡田 一夫君 

この案件については、報告事項ですので以上とします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

本日の議案の審議は全て終わりました。以上で第１７回安来市農業委員会会議を閉会します。 

 

 

（午後 ３時００分） 

 

 


